
令和７年度第２回
子ども・子育て会議

令和８年３月25日 午後７時から

市役所２階 防災会議室
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委員のご紹介
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・びわこ学院大学教育福祉学部子ども学科 教授

・龍谷大学社会学部総合社会学科 教授

・玉津学区長

・社会福祉法人守山市社会福祉協議会

地域支援課ボランティア推進係 係長

・守山市民生委員児童委員協議会 会長

・もりの風こども園 園長

・守山市立認定こども園守山幼稚園 園長

・守山市立吉身小学校 校長

・一般社団法人守山野洲医師会 会長

中井 清津子

山田 容

宮嶋 國彦

里内 勝

山本 なお栄

田邊 理恵子

山本 博美

小泉 英之

松川 誠司
※順不同、敬称略



委員のご紹介
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・守山商工会議所指導課 課長

・保育園保護者連絡協議会 会長

・ PTA連絡協議会 代表

・みんなのひみつきち 代表

・合同会社Mitte 代表社員

・もりやま青年団 副団長

・守山市大型児童センター（ほほえみセンター） センター長

・守山野洲少年センター 所長

・一般社団法人ママパスポートコミュニティ 代表

・特定非営利活動法人就労ネットワーク滋賀 相談支援員

田中 直子

前田 絵美

赤渕 義誉

藤井 朋子

佐子 友彦

川那辺 紗名

堤 夏野

北川 清司

廣瀬 香織

山口 駿士
※順不同、敬称略



会長および副会長の選任について
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守山市子ども・子育て会議条例
（会長および副会長）

第５条 子育て会議に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを
定める。
２ 会長は子育て会議を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたとき、
その職務を代理する。

（※守山市子ども・子育て会議条例抜粋）

条例に基づき、会長および副会長を選任いたします。
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子ども・子育て会議とは



子ども・子育て会議の役割
【子ども・子育て会議とは】

国において有識者、地方公共団体、事業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育て支

援当事者等（子ども・子育て支援に関する事業に従事する者）が子育て支援の政策プロセ

ス等に参画・関与できる仕組みとして設置し、都道府県、市町村においても地方版の子ど

も・子育て会議を設置し、事業計画策定の審議や継続的な点検、評価、見直しを行ってい

く役割を担う。

※守山市では「守山市子ども・子育て会議条例（平成25年）」にて会議の審議事項等を

定めています
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子ども・子育て会議の役割
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【主な審議事項】

① 「特定教育・保育施設」、「特定地域型保育事業」、「特定乳児等通園支援制度」の利用等

に関する検討

・各種施設の利用定員等に関して検討を行います。

保育所 家庭的保育室 乳児等通園支援制度

幼稚園 小規模保育所

認定こども園 事業所内保育所



子ども・子育て会議の役割
② 「守山市子ども・子育て応援プラン」の計画策定、変更に関しての検討

妊娠前から若者までを包括的に支援していく施策・事業とそれぞ

れの立場においてどのように支援に取り組んでいくかの指針とな

る「守山市子ども・若者応援プラン」について点検、評価、見直しを

行います。

・令和６年度 守山市子ども・若者応援プラン2025策定

（期間：令和７～令和11年度）

・令和９年度 プランの中間見直しを実施

・令和11年度 次期プラン策定
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子ども・子育て会議の役割
③ 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項および

当該施策の実施状況の調査審議

・ プランに定める各種施策・事業における実績等の

評価、次期目標設定に対する意見

・ 地域子ども・子育て支援事業の取組状況に対する

評価、見込量と確保方策に対する意見

・ 新規事業等に対する意見等
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今後の会議の進め方について



会議の進め方について
【会議開催の目安】 以下の開催とは別に、緊急の審議事項等がありましたら、追加で会議の開催（書面開催

を含む）する場合があります。
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開催年度 開催時期 主な内容（予定）

令和８年度
７月

待機児童の状況の報告と今後の対策
前年度に実施した事業の効果・検証と令和８年度の取組方針 等

２月 次年度に向けた検討事項の審議、次年度当初予算の状況 等

令和９年度

５月 Ｒ７～８の各種施策・事業の効果・検証結果、中間見直しに向けた方針 等

８月 人口推計、事業の見込量と確保方策の再検討、各種施策・事業の見直し方針 等

11月
事業の見込量と確保方策の決定、各種施策・事業の見直し内容の決定、
中間見直し（案）の審議 等

２月 中間見直し（最終案）の審議、次年度当初予算の状況 等

令和10年度
７月 前年度に実施した事業の効果・検証と令和10年度の取組方針 等

２月 次年度に向けた検討事項の審議、次年度当初予算の状況 等



会議の進め方について
【進め方】

① 会議における審議項目は、事務局が提案し、委員から審議、意見等を聴取する。

※会議で出た委員の意見も反映し、審議事項を検討していく。

② 子育て・若者支援施策、事業の検討のため、必要に応じて当事者を会議に招集し、

意見交換等を行う。
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